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大内駐在所だより

 

　令和８年４月１日から、自転車の交通違反に交通反則通告制度（青

切符）が導入されました。 

　自転車運転時のルールを守り、安全で適正な利用をしましょう。 

 

～交通反則通告制度とは？～ 

　「反則行為」をした１６歳以上の運転者が 

　取締りを受けると、青切符と呼ばれる書面 

　が交付され、定額の反則金の納付が通告さ 

　れます。 

　　反則金を納付した時は、刑事手続きへは 

　移行せず、起訴されない（いわゆる「前科」もつかない）制度を

　いいます。 

 

～自転車運転者講習について～ 

　自転車運転中に危険行為を繰り返す（３年のうちに２回）と、自

転車運転者講習の対象になります。 

　講習の対象となり、受講命令に従わなかった場合、５万円以下の

罰金となります。 

　自転車を運転する際は、ルールを遵守し、交通事故を防止しまし
ょう。　 

 

～令和７年中の県内における自転車事故の状況～ 

 

 発生件数　　　　１０６３件　　（前年比－３） 

 死者数　　　　　　　　８人　　（前年比＋１） 

 負傷者数　　　　１０４４人　　（前年比－８） 

（うち重傷者数） （１３１人）　（前年比－３５）

 

  　

那珂川警察署 

大内駐在所 
0287-92-2429



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


